
昭 和59 年9 月30 日

あ だち 広 報

国民年金特集

第664 号 ( 1)

足 立区の 昭和59年9 月1 日現在

● 人 口　628, 650 人

● 拠出年金被保険者数　137, 817 人

● 拠出年金受給権者数　29, 128 人

● 福祉年金受給権者数　11, 238 人

東 京 都 足 立 区 役 所
〒120　 東京都足立区千住一丁目4 番18号

インフレに強い国民年金

人々とお金のつながりはl l lべ は、原始村会において使j l jされた原

始貨幣にはじまり、現在の破貨や紙幣まで様々な変化を伴いながら、

我々の乍活と密接に関わり合っています。

そして、その貨幣価値も年を亟ねるごとに変わってきています。

例えは|唱和35年1 時、 ・杯6丱j であったコーヒーが約2y「 後の現在、

そク」値段は5 倍にもはねl l がっているのです。

時代の移り変わり、とJ Iミに、わたしたちの生活も人きく変わってい

くことでしょう。

物価スライド制を取り入れたI EI民年金は、わたしたちの将来の生

活を攴える共有の財産としてに人きな役割を批っています。

確実にやってくる老後を安心して暮らすために。改めて1111民 年金

について考えてみましょう。

国民年金についてのお問い合わせは
足 立 区 役 所
保 険 児 童 部 国 民 年 金 課　( 882) 1111
◆ 加入手続　適用係　内線386～388

◆ 保 険 料 の 納 付 相 談　 検認係　内線396 ～399

◆ 保険料の免除申請・口座振替　 記録係　内線394 ～395

◆ 年金請求の手続　給付係　内線392～393

1 人 で 悩 む よ り お 気 軽 に

年 金

相 談

毎月第1 水曜日

時間　午前10時～午後3時30分

場所　 区役所国民年金課( 2 階)



昭和59 年9 月30日 昭 和59 年9 月30 日第664号 第664号( 2) ( 3)

人生は長距離ランナー

豊かな老後へ第一歩

国民年令に加人する方は国内に住所のある20歳から59 歳までの方

○必ず加入しなければならない方( 強制加入)

・呼牛年金や共済組合などの公的年 金に加入していない自由1 、1‘ 1営業など

のゐ・とその配偶者

・厚生年令や共済組介などの公的年令にー一時力[ |人匸 年金を受ける権利を得

ないで退職したJ J・とその配偶名'

○ 希望 で加入する方( 任意加入)

一年令ぺ」恩船をす でに・2け ているI J・、または量ける愾利のあるI J 'とその配偶

名

・サラリ一マンの 奥さん

・昼間韶の 人学生

・11EI会XU ・都・I K,裏・公議i i とその配偶 矜

○ 保険 料アラカルト ○

国K 年 金の保険字=|・は、年金額の引き|ごl t・tともに秡|耄的に改11{ j れ、6U歳

になるまで納めま十

現在い丶七四ゝ1, j 116j 2011}
て1・か、この保険1=1・, I , 1、次のいろいろな 方法

て剥めるこ と力=・できます

○ 納 付 書 に よ る 方 法 … … … 】ヵj l 、3 ヵJ j 、6 力 川 、 口l j i ; j 衲 ・ 口| 司 」・納: ご

限I りi l』・; |き か あ り1- j ' :

ま と め て 納 め る こ リj 一人 袁 な 場 陷 気1 ヵj l 吶

付 叺 け 吭 抖

○ 口 座 振 替 に よ る 方 法 … … … : l 。f j いF こ・t : J ) な た のal りl yl l rや かI ' l W

的 に ・; |き 品 さ 汗 ま す,

ま た 、| 川 ヅ) : 卜 ・J 月 納 付 ノ・j川j t : こ; 1 筏 仁 いl い

う こ り: なI げ す

※ l l l 刺1 、替 に よ るI 叱,月 納S ・j l l jあ り1- ・!一人

※ 郵 哽j ・冫 こ・, l j l l j iり1, 替 を・・|'る こ! か てう ま せ ん

◎ お 申 し 込 み は 直 接 金 融 機 閥 へ

n 参 才 る ら ソ) … … … 金 融 機 関 力 通11 ・ 辿 帳 のl l tは, 印 ・ 田j り|こ金r 一帳

11 座 振n の 闥 始; ま, 巾 し 込 み 縦 ま で にI I I ;い た 納 付11口 勁;リbj かj ・,に

な り1 す

○ 納 め ら れ な い 場 合 の 方 法 … … …… i j ' , ; l j° 11j j l lぺ のJ J ・で 生 沾 床 汲 を一j a て い た 瓦

紂
に ㎜

に 保 険 料 を 納 め る 二 ¶ が で き な い 叫 合, 免l i

匹 かj l り ま 才

免 除 ぴ吁 ・続 き を し て 承, j さI I ま- 1-卜 傑|を 卜 今

納 め な く て も 木 納: コl j な ら- 1, 受1;・;に 必 要 な 闡l l l j

に もI ; i・uン4- る こ と か で き, そ の! り嬶1 に つ い て は 、: nj

の 】の 乍 公 を・2 け る 二t か て き ま 十

な お 】・uIこ以 内 ・こ あ れ; , 11、 免|豕 し て い い 畤yj

保 険 享=lで・納 め る こt か て き る 逅 納 訓 昨 も あ り ま す,

◎ 届 出 は 区 役 所 ま た は お 近 く の 出 張 所 へ

t l l 参 す る も び・… … … |1111CI I -・・紮f l l 』,う| 」叱

※ 生 活 保 汚 かぐ け て い るJ j ; , 1 、1 ・J 力 外 に' |=, J , 保, 4 怐 こ お ・|か 必 裴・

て・1'

もしも! のとき の年金は……
歳をとったら老齢年金

七齡l ・馳111111険1R・哨釣か1りI

l l J l j や保14t l ・ノ」免除を伺・1だ照l j ; l

l たは、二j l I ・, を台せた闡|川か

2511卜1` j l l J , るゐ' か1151むこな, J ご

と き, 受 け と れ ま す ■ 昭 扣5 年

凵| 川 間; j に 忖 れ りJ j : ,

こyJ 25 年 か λ の よ' 哨: I U 年 か, ・, 2

・1年 に; ! j 縮 さ れ ま す

老齢年金 額の 計算方 法

士1,・j 8011Dj Sy14科蚋l j ' j j螽 り呆険料免除j j 数X! ! I ・Xl , 1X2・ノ、ライ|・季

瀝昭和5 年4 月目 口TI Fi i jに 生 まI I _たXJ I :、l

亅 目ふ川X ・ぷ川卜 被保険扣剛胆
×
保険1・=1納i・|1月螽・保険 料免除j l 数X%

陂ぽ|戞朽期川
ペl , 112

J M 嵋陣険t・|を納めた人は

j 圭たはセ=で。lりlした飢に( 2 即川× 伺加似|疾扣肭f・卜丿数I・を・加算

・咀 冽 利 卜「以l i i」に‘ I J I 呟 漸1111: l n
鴎; i yj特桐』か, I J I I r l '

年金の通算制度とは

わか国に, l j現在S つの公的年金制度かあります,

これらの年 金を受けるには一一定ク功】|八朔|司や保険料の納付期問を必畿とします,

しかし 、麗実には職l を変えることもあって, 1 つの馴l t の加人襴|間が匂

いために年金か受けられない場合かありま' 4・,

そこで、それぞれの年 金斟度の加人期刷や保険料納H 誚 期1111をつないで、

年令を受けるための闢川を満'たせるようにしたもの力=1年金の埴倅馴』曳です,

通算される8 つの公的年金( 通算される期間)

匚l f l 尺年令の保険t l・納付済刈1川またl j 免除刈間

X. 厚' 11年令傑険の陂保険者期川
: { : 肌i i 保 険 の 陂 保 険 ろ 關 問

1. 11=1喰公祐H! I s消組介

51 畆 頌 紡 腿 合

‘ ; 一 髱, ・・・プI =i 教 暇i i ! t , 肖 栩 か

7- 公! リIヽt 休 敬i i 了 比 消 相 合

s. a秣渭I ?」・j i 休韈i 口: , j 豺l l a

の絅出 卩哨川

公的年金に加入していない場合で通算される期間( カラ期間)

国民年ヤ以外刀公的年公制度:こ加A している方7) 肥偶 癶でJ , る照」; 1!

他の年柚1¶ j J tから芒齢 ・退駭 」1¶卜金を唾川ることかI・1ぱ る八や、そ叭l j i戝

力唾給資椙|蝌11をi l : I I IたしているXj の配偶 れてある鬪圜
他y】年f cMH かj l j ; glリ1モ彖を受けることか,・l j , tるJ j や、その わ'ク漓! |禺g・て

ある! uI r : I I I

池グパl j j j l !暖 かj l j l al Jり|二・金を受けることか; |」, tるJ J・乙h る川|川

(例) 年金を受ける必要期間

○ 国民年兮日皀の公的弟分刈UI 間を一介わせたとyj 25 り 剴l

誦111 ・i l l り て・y る!り1ヨ: I F

通り・・・・ 通 り て?・な い! り|, I : : |

○ 1111りl j l l 」・j 外 刀 公11い| 二々 の 通 り渕 匁 嵋:‘ ・Mr 嵋: し て! ! J卩1 が2[ 暉1 ・j , l lあ る 人

は 国 民 年 金|: I 乍 以l l

○ カラ!りl l : I I Iと公的年金の期川を介j J せたt ya51 ・以11

※ カラ堋|叩亅年蒙釦の計算かI ` , 除かれt E。

○ 乙齡囗 退職) 年金や恩給など受給11・ならぴに 資格グリ 、るノ、! j l l l K年 金に 】f l ; Ul l

※ 通DI これる刀j 1 年以L 力川1: I Jてす

○ 1111J al象・厚' |=年 公・船i i 保険はコヤりjれ力喘l l j・こむa 詐して1111tごり こ

卩F 以 匚になれば通昨びれ1- 1匸。

○ ! Iしぷ1111力卩|し友沼I力羂|Ⅲは, いくらあー,ても通藤冫 れませ, 1
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こちら国民年金課

Q　I 卜TI 卜l j , : 卜 宀て ー…… ,卜- で≒コy ン ソ ヅ ニ1添7' I J L

しTJ " ( 「-り 尸冫

A　 閥民年制ま、国が法陣にもとりいて竹理し、連営し
ています 財源には、保|戻抖の陌立令と旧からの負扣紮があてられています。
さらに、・l i務に必要な費用も国が負担しているので、確実な年金制度と

言えます

Q　丁ド茸でレリナトトト=1げげに賍, 心引匹了肉冶' j 汢扣八ばつyj ・白Z) ` ㈲

犬ゾ匹 ス_・ヤ, l j 斤分_匸17しd⊃ケむ?

A　 私的年 金は 、「積 立てた もの を年 令とし て受け 収る 」貯蓄の一 仲です。

国民年 金は 、皆さλ のt 活の安定 をは かるこ とを目的 とし て、国民の 玖

I司連帯に 、よっ て推 持し てい くことを 从本にし てい ます。

インフ レや物 価I 洲 一等、経済の変動に 介 わせ て、年 金額 を修j l {する「 物

鱇 スライド制」 を収り 入れてい ます 、

Q　r ヤ、 遮雫 て气・ぶジイj 笋 れは力けけて 匚八る・フノて はみド のヽ' c しJ T ブソ 尸?

A　 たしかに その とお りです。

しかし 、国民年 金は' 1こ命保険 ・私的年 金と違っ て、遺族にお 令を残す と

いう もの ではあ りません 日夲は今 に歐 界一のI J , 1二国です。だ れに も。か
なら ずや っ てくる長い 老後を、安心し て 応せる ように将 来に わたり保障し

てく れるのが国民 弟 分なの です。

叱ん だ時のため ではなく 、自分自身の 老後のために あるの です 、

65歳から老齢年金を受給

kl U レ( コJ 、 睨f l 舮12剣000A レ 勹ぐ 几 老 齢

年 ぺtか受鵆 貼 厂ら1=无丿二- 1りC ぞ 汗綾リ バりーリ

で,ヤ・でJヽ鈴 不 合 凡 にTd肩气 。を 隔レ 汢し ノし 。

j…… , 1・ヽ・さ 汗倡 。回 汽 。 装 鵑 嫣 小yl ・髱 息 了 合ハ…… 1

匈y 几3 人 の お 弛 さ ん|ご 囲J 柚, λ 石 几気 に

洙j し て 乱I一上4' i d( j 。

私は 、 圃 民 月 缶匚 阮 初 力卜 刈 入 レ 汁 し か。 そ し て65 戳 から 老 齢 月 徭 心・受

祕、し よし が 。 も 剔ろ 畆60 牋 か ら ても、減 額 しノc 受 給・c さ る ご と ぞぶジ匸 匸 いJ し

た ノヘ1 圓% の 埀 紅1割 匹 と な る65 歳z パニ、豈=岾 い た の で 弓 。j

口 民E匚L の 支 祕;豕 は 、62 借 ‾( Tア2% 、61 織c 胱・%、60nc58%c リt 六 こ?外・・( ' _ :ぐJ

オ九 月余々1,ノさ か る ご と を よ< 知 っc ふら オiぐ・l yヤ↑、さ れ・て り 。

ごは収まズソj 7八二、う缶註バク年金・ブ万一屬は丶半0ノテΥ 匸作動匚吁犬匸

汢 ヽL,

汚缶は一老後のでレ占荀、万` 八る71リj な以入‾c司。

し か・し 、 鈴 不 さ れパこと っ ては 、こ わ か ら も ポ フ ン ディ 尸 活 動 不 通 しバTj 亅り

か( j 二 弓 だ め に二 入レ土丿殳釣二y: 霑 オレリ 誄 回 。

囗 本 人 山 平|伺石 茆 は 読 速 匚 世 ひ て 匚 わ影 厂う や 人 生80f ロノ)眄 代c り 。

れ 本 さ ん 七 矢< 尚 汁 霊々 紀 者 の 一二人と し で 、 こ わ か( =( 7 お い 、メブ! ・-
■ I・l _V- |

、ムト 剌 しレ か る ご と て しd= つ。

千住仲町に住む
鈴 木さ ん

国
民

年 金 次 の1 、2 に該 当する場合 は 支給が 停止さ れます。

1. 所得制限限度額 ( 単位、円)

2. 本人が公的年金を受けているとき

厚生年金のことは 足立社会保険事務所

所在地　 〒120 足立区綾瀬2 丁目17番9 号　電話( 604) 0111
社会保険事務所では、厚生年金及び国民年金について社会保険庁と
のオンラインシステムにより個別・具体的な年金相談に応じてい
ますぃ

相談内容
○ 45歳以上の方の厚生年金保険の加入期間および年金見込額
○現在年金を受けている方の記録および支払額

相談時間　午前9時15分～午後4時30分( 土曜日は11: 30まで)
相談は、ご本人が直接年金手帳や年金証書を持って、社会保険事
務所へおいでください、
しかし、やむを得ない事情により代理の方がおいでになるときは、
本人の署名押印入りの依頼状をお持ちください、

保険料積立金の還元融資

国民年 金保険 料は、年 金支払

い のための財 源として積:包てら

れるほか、地 方公共団体に 長期

低 利で融資され 、児童館 。老人

館、プ ールな どの福祉施 設建設

に 役立てられ てい ます。

国民年金ことぶき友の会
老齢年金・通算老齢年金を受けていらっしゃる方々のたのしい

集まりです。あなたの入会をお待ちしております。

ことぶき友の会では、安い費用で会貝の親睦旅行を行うほか、

各種のレクリェーションなどの、いろいろな行事を行います。

● くわしくは――東京都国民年金ことぶき友の会事務局へ

千代田区 丸の内3- 8- 1　 電 話( 211) 1905


